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告 示
栃木県告示第465号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成30（2018）年９月７日から同年10月９日まで
一般の縦覧に供する。
　　平成30（2018）年９月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　一般国道
路　線　名　294号
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

前
真岡市久下田2123から
真岡市久下田西６丁目８-１まで

22.0 ～ 22.0 468.0

後
真岡市久下田2123から
真岡市久下田西６丁目８-１まで

22.0 ～ 31.5 468.0

前
真岡市久下田西６丁目６から
真岡市久下田西６丁目５まで

22.0 ～ 22.0 17.0

後
真岡市久下田西６丁目６から
真岡市久下田西６丁目５まで

22.0 ～ 22.0 17.0

前
真岡市久下田西６丁目４-２から
真岡市久下田西５丁目12まで

22.0 ～ 22.0 239.0

後
真岡市久下田西６丁目４-２から
真岡市久下田西５丁目12まで

22.0 ～ 25.0 239.0

前
真岡市久下田西５丁目９-１から
真岡市久下田西５丁目８まで

22.0 ～ 22.0 14.0

後
真岡市久下田西５丁目９-１から
真岡市久下田西５丁目８まで

22.0 ～ 22.0 14.0
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前
真岡市久下田西５丁目１から
真岡市久下田1584-１まで

22.0 ～ 22.0 341.0

後 真岡市久下田西５丁目１から
真岡市久下田1584-１まで 22.0 ～ 27.5 341.0

Ⅱ
道路の種類　一般国道
路　線　名　294号
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

前 真岡市東郷山ノ神274から
真岡市八條1800-２まで 7.8 ～ 18.8 1120.0

後 真岡市東郷山ノ神274から
真岡市八條1800-２まで 15.5 ～ 29.1 1120.0

Ⅲ
道路の種類　一般国道
路　線　名　408号
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

前
真岡市久下田2123から
真岡市久下田西６丁目８-１まで

22.0 ～ 22.0 468.0

後
真岡市久下田2123から
真岡市久下田西６丁目８-１まで

22.0 ～ 31.5 468.0

前
真岡市久下田西６丁目６から
真岡市久下田西６丁目５まで

22.0 ～ 22.0 17.0

後
真岡市久下田西６丁目６から
真岡市久下田西６丁目５まで

22.0 ～ 22.0 17.0

前
真岡市久下田西６丁目４-２から
真岡市久下田西５丁目12まで

22.0 ～ 22.0 239.0

後
真岡市久下田西６丁目４-２から
真岡市久下田西５丁目12まで

22.0 ～ 25.0 239.0

前
真岡市久下田西５丁目９-１から
真岡市久下田西５丁目８まで

22.0 ～ 22.0 14.0

後
真岡市久下田西５丁目９-１から
真岡市久下田西５丁目８まで

22.0 ～ 22.0 14.0

前
真岡市久下田西５丁目１から
真岡市久下田1584-１まで

22.0 ～ 22.0 341.0

後
真岡市久下田西５丁目１から
真岡市久下田1584-１まで

22.0 ～ 27.5 341.0

Ⅳ
道路の種類　県道
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路　線　名　主要地方道　栃木藤岡線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

11
前 栃木市藤岡町大前字西沖3219-４から

栃木市藤岡町大前字東3518-２まで 9.4 ～ 13.0 810.0

後 栃木市藤岡町大前字西沖3219-４から
栃木市藤岡町大前字東3518-２まで 11.7 ～ 14.7 810.0

Ⅴ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　栃木藤岡線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

11
前 栃木市藤岡町藤岡字上町782-２から

栃木市藤岡町藤岡字上町774-１まで 30.0 ～ 39.0 27.0

後 栃木市藤岡町藤岡字上町782-２から
栃木市藤岡町藤岡字上町774-１まで 32.0 ～ 39.0 27.0

Ⅵ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　藤岡乙女線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

50
前 栃木市藤岡町藤岡字上町777-３から

栃木市藤岡町藤岡字荒立714-１まで 13.8 ～ 55.0 300.0

後 栃木市藤岡町藤岡字上町777-３から
栃木市藤岡町藤岡字荒立714-１まで 11.2 ～ 57.0 300.0

Ⅶ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　真岡那須烏山線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

61
前 真岡市東郷山ノ神274から

真岡市東郷北原197-12まで 8.2 ～ 18.8 682.0

後 真岡市東郷山ノ神274から
真岡市東郷北原197-12まで 11.4 ～ 21.7 682.0

Ⅷ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　草久粟野線
道路の区域
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整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

246

前
鹿沼市口粟野字落内1976から
鹿沼市口粟野字中妻2942-２まで

6.4 ～ 12.2 780.4

後
鹿沼市口粟野字落内1976から
鹿沼市口粟野字中妻2942-２まで

10.7 ～ 16.7 780.4

246

前
鹿沼市口粟野字横町1643から
鹿沼市口粟野字横町1645まで

7.5 ～ 10.7 56.6

後
鹿沼市口粟野字横町1643から
鹿沼市口粟野字横町1645まで

9.3 ～ 15.6 56.6

Ⅸ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　下日向粟野線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

331
前 鹿沼市口粟野字久保内1931-４から

鹿沼市口粟野字久保内1931-４まで 8.4 ～ 10.8 28.8

後 鹿沼市口粟野字久保内1931-４から
鹿沼市口粟野字久保内1931-４まで 8.4 ～ 11.3 11.6

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第466号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成30（2018）年９月７日から同年10月９日まで
一般の縦覧に供する。
　　平成30（2018）年９月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

一般国道 294 号
那須郡那珂川町小川1048-２から
那須郡那珂川町小川1047-２まで

平成30（2018）年
９月７日

62
一 般 県 道
石 末 真 岡 線

真岡市上大田和字星の宮135から
真岡市上大田和字新谷八斗蒔165-３まで

平成30（2018）年
９月７日

70
主 要 地 方 道
宇 都 宮 今 市 線

宇都宮市大谷町1319から
宇都宮市大谷町1306-１まで

平成30（2018）年
９月７日

77
一 般 県 道
西 小 塙 真 岡 線

真岡市荒町字奉行松1190-11から
真岡市荒町字奉行松1191-３まで

平成30（2018）年
９月７日

80
一 般 県 道
黒田市塙真岡線

真岡市飯貝1563-１から
真岡市八條864まで

平成30（2018）年
９月７日

344
一 般 県 道
上河内スマート
イ ン タ ー 線

宇都宮市今里町341-１から
宇都宮市今里町343-４まで

平成30（2018）年
９月７日
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（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○土地改良区役員の退任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任の届出があったので、同条第17項の規定により公告する。
　　平成30（2018）年９月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

赤 沼 用 水
土地改良区 理 事 齋藤　　勳 塩谷郡塩谷町大字風見351-３

平 成 30
（2018）.
４.１

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────


